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ワーカーズ・コレクティブメンバーが元気に働き続ける保障 

ワーカーズ・コレクティブ所得保障共済に 

           

加入できるようになりました！！ 

ワーカーズは雇用によらない働き方のため、法制度に労働保障がなかったことから、神奈川ワー 

カーズ連合会では、自前の労働保障の必要性から２００１年に「ワーカーズ・コレクティブ共済」

を生み出してきました。２０１２年３月少額短期保険事業登録が完了し、神奈川以外のメンバーも

加入できるようになりました。 

今後ワーカーズ・コレクティブ共済（W.Co 共済）株式会社から、加入状況、給付事例、共済や

保険のワンポイントアドバイスなどを掲載した「ワーカーズ・コレクティブ共済だより」を発行し、

W.Co共済を身近な保障、わたしたちの保障と思えるものにしていきたいと考えています。 

 

神奈川での給付事例       こんな場合にも使えます・・・ 

 ●就業中傷害保障（仕事中のけがの保障） 
＜事例 １＞ 

通勤途中、ごみネットに足が引っ掛かり転倒して打撲  通院１６日  休業 ６日 

 

 ＜事例 ２＞ 

自転車で次のケア先に移動中、上り坂で転倒しハンドルが脇腹にささり、肋骨 2 本骨折 

                                     通院 5 日  休業 43 日 

 
 ○就業外傷害休業保障（仕事以外のけがの保障） 
 ＜事例 １＞ 

自宅で急いでいて、鉄製の健康器具に右足をぶつけ、小指を骨折     休業 ３４日  

 
＜事例 ２＞ 

夕食の味噌汁が左足の腿、すね、足の甲にかかり火傷した     休業 ３９日 

 

ぜひ「お互いさまのたすけあい」を基本とした W.Co 共済に 

加入していただきワーカーズメンバーが元気に 

働き続けることをめざしましょう! 

                                             きょうこちゃん 



 

 

 ワーカーズ・コレクティブ所得保障共済保障制度内容  

 

 

種類 保障内容 

就
業
中
傷
害
保
障 

死亡保障 200万円 

後遺障害保障 最高 200万円 

入院保障 1～100日 8,000円/日 入院 1日目から保障 

通院保障 1～90日 2,000円/日 

傷害手術保障 種類により 5万、10万、20万円 

休
業
保
障 

就業中傷害 
（休業前 6ヶ月の平均分配金月額）×1/30×80％×休業日数 

（継続した 2日以上の休業を対象として 90日を限度とする。） 

就業外傷害 
（休業前 6ヶ月の平均分配金月額）×1/30×60％×休業日数 

（継続した 5日以上の休業を対象として 60日を限度とする。） 

病気 
（休業前 6ヶ月の平均分配金月額）×1/30×60％×休業日数 

（継続した 5日以上の休業を対象として 60日を限度とする。） 

出産 

（休業前 6ヶ月の平均分配金月額）×1/30×50％×休業日数 

（ただし本契約に継続して 10ヶ月以上加入している場合に限

る。出産予定日の前後 3ヶ月 90日を限度とする。） 

介護 

（休業前 6ヶ月の平均分配金月額）×1/30×50％×休業日数 

（対象者が 10日以上の安静加療が必要な場合。対象者を被共

済者の配偶者とし、継続した 10日以上の休業を対象として

30日を限度とする。） 

＊ただし契約時に既要介護状態の配偶者を除く 

 

・就業中傷害保障のうち死亡保障 200万円、後遺障害保障 200万円が支払われた場合、 

該当保障条項の効力は消滅します。 

・また、上記以外の就業中傷害保障と休業保障の合算で 80万円が支払われた場合、 

該当保障条項の効力は消滅します。（契約更新で効力は復活します） 
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